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国
土
交
通
省
関
東
地
方

整
備
局
は
九
月
一
〇
日
、

マ
ン
シ
ョ
ン
修
繕
工
事
を

手
が
け
る
シ
ン
ヨ
ー
（
本

社 

神
奈
川
県 

森
哲
夫

社
長
）
に
対
し
、
建
設
業

法
に
基
づ
く
指
示
処
分
を

行
っ
た
、
と
発
表
し
た
。

処
分
理
由
は
マ
ン
シ
ョ
ン

の
大
規
模
修
繕
工
事
で
、

現
場
ご
と
に
選
任
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
監
理
技
術

者
・
主
任
技
術
者
が
、
選

任
期
間
中
に
他
物
件
に
も

配
置
さ
れ
て
い
た
点
。
２

０
０
９
年
か
ら
昨
年
に
施

工
し
た
東
京
、
神
奈
川
、

千
葉
、
埼
玉
の
計
８
５
件

の
大
規
模
修
繕
工
事
元
請

け
・
下
請
け
物
件
で
、
重

複
が
あ
っ
た
。 

建
設
業
法
は
、
マ
ン
シ

ョ
ン
な
ど
の
工
事
に
際
し

て
は
特
に
特
定
建
設
業
許

可
業
者
に
対
し
、
外
注
費

が
総
額
２
５
０
０
万
円
以

上
の
工
事
を
元
請
け
す
る

際
、
工
事
現
場
に
選
任
の

監
理
技
術
者
を
配
置
す
る

よ
う
求
め
て
い
る
。
２
５

０
０
万
円
未
満
の
工
事
や

下
請
け
の
場
合
は
主
任
技

術
者
を
選
任
さ
せ
る
義
務

が
あ
る
。 大

規
模
修
繕
で
指
示
処
分 

監
理
技
術
者
ら
を
重
複
配
置 

国交省関東整備局 

専
任
の
期
間
は
、
基
本

的
に
は
契
約
で
定
め
た

期
間
。
期
間
中
は
、
他
物

件
へ
の
配
置
が
禁
じ
ら

れ
て
い
る
。 

今
回
は
専
任
期
間
中

に
他
物
件
へ
の
配
置
が

あ
り
、
こ
の
点
が
技
術
者

の
専
任
を
求
め
た
建
設
業

法
２
６
条
３
項
に
違
反

し
、
処
分
対
象
に
な
る
と

判
断
さ
れ
た
。 

関
係
者
の
話
を
総
合
す

る
と
、
違
反
の
形
態
は
①

「
工
期
」
の
解
釈
ミ
ス
に

よ
る
重
複 

②
技
術
者
の

交
代
に
伴
う
書
類
上
の
不
備 

③
技
術
者
の
退
職
な
ど
に
よ

る
人
数
不
足
、
な
ど
が
あ
る

と
い
う
。
①
は
専
任
期
間
に

対
す
る
認
識
不
足
、
②
は
社

内
処
理
の
仕
方
に
問
題
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ

ゆ
る
「
う
っ
か
り
ミ
ス
」
も

含
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

シ
ン
ヨ
ー
側
は
「
当
社
の
認

識
が
甘
か
っ
た
」
と
し
て
い

る
。 再

発
防
止
策
と
し
て
、
工

事
管
理
部
が
技
術
者
の
配

置
・
専
任
状
況
を
一
元
的
に

チ
ェ
ッ
ク
し
、
重
複
な
ど
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
管
理
す
る

体
制
に
改
め
た
。
こ
れ
ま
で

は
各
工
事
部
長
や
支
店
が
技

術
者
を
配
置
し
て
い
た
為
、

結
果
的
に
一
元
的
な
管
理
が

出
来
に
く
か
っ
た
。 

シ
ン
ヨ
ー
は
「
こ
の
た
び

の
処
分
を
厳
粛
に
受
け
止

め
、
今
後
適
切
に
対
応
し
て

ま
い
り
ま
す
。
お
客
様
の
信

頼
を
得
る
こ
と
が
当
社
の
事

業
運
営
の
基
礎
。
今
後
、
全

社
員
が
一
丸
と
な
っ
て
全

力
で
再
発
防
止
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
」
と
コ
メ

ン
ト
し
た
。 

関
東
整
備
局
に
よ
る
と
、

マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
工
事

に
際
し
、
業
者
が
処
分
を
受

け
る
の
は
「
こ
こ
数
年
に
行

っ
た
処
分
の
中
で
は
珍
し

い
」
そ
う
だ
。 

「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
リ
フ

ォ
ー
ム
工
事
が
増
え
て
い

く
中
で
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
（
法
令
順
守
）
も
厳
し
く

な
っ
て
い
る
」
と
話
す
。（
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞 

第

8
8
5

号
よ
り
） 

国
土
交
通
省
関
東
地
方

整
備
局
が
行
っ
た
シ
ン
ヨ

ー
に
対
す
る
建
設
業
法
に

基
づ
く
指
示
処
分
が
専
門

工
事
業
界
内
に
静
か
な
波

紋
を
呼
ん
で
い
る
。
マ
ン
シ

ョ
ン
大
規
模
修
繕
工
事
は

建
築
一
式
工
事
と
み
な
さ

れ
な
い
の
か
、
と
い
う
懸
念

と
関
係
し
て
い
る
。 

処
分
の
理
由
は
８
５
の

工
事
現
場
に
お
け
る
技
術

者
の
選
任
義
務
違
反
で
、
専

任
す
べ
き
現
場
に
同
一
技

術
者
を
重
複
配
置
し
て
い

た
と
さ
れ
る
。
建
設
業
法
で

は
請
負
工
事
金
額
が
２
５

０
０
万
円
以
上
、
建
築
一
式

工
事
は
５
０
０
０
万
円
以

上
の
場
合
、
監
理
技
術
者
や

主
任
技
術
者
の
専
任
配
置

の
規
定
が
あ
る
。 

仮
に
塗
装
、
防
水
な
ど
複

数
の
工
事
業
種
で
構
成
す

る
大
規
模
修
繕
工
事
の
請
負

金
額
が
４
０
０
０
万
円
で
、

建
築
一
式
と
捉
え
る
と
、「
請

負
金
額
５
０
０
０
万
円
未
満

の
建
築
一
式
工
事
の
た
め
専

任
不
要
」
と
い
う
解
釈
が
成

立
す
る
。
今
回
の
処
分
は
こ

う
し
た
解
釈
が
ダ
メ
出
し
を

受
け
た
の
か
、
２
５
０
０
万

円
以
上
の
大
規
模
修
繕
工
事

は
全
部
専
任
に
し
な
い
と
ダ

メ
と
い
う
こ
と
か
、
と
憶
測

を
呼
ん
で
い
る
。 

大
規
模
修
繕
工
事
が
建
築

一
式
か
否
か
の
議
論
は
以
前

か
ら
業
界
内
で
あ
り
、
あ
る

業
者
は
「
数
年
前
各
地
方
整

備
局
に
問
合
せ
た
ら
見
解
が

バ
ラ
バ
ラ
で
、
担
当
者
で
も

異
な
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
と

指
摘
す
る
。 

関
東
や
近
畿
整
備
局
の
建

設
業
担
当
者
に
聞
く
と
、「
躯

体
を
い
じ
る
か
否
か
」
が
一

つ
の
目
安
に
な
っ
て
い
る

よ
う
だ
が
、
「
各
現
場
で
工

事
内
容
が
異
な
る
の
で
一

概
に
は
言
え
な
い
。
単
純
に

塗
装
や
防
水
な
ど
の
複
数

業
種
の
組
み
合
わ
せ
だ
か

ら
と
い
っ
て
総
合
的
な
企

画
、
指
導
、
調
整
が
必
要
な

一
式
工
事
と
言
え
る
か
ど

う
か
は
疑
問
。
逆
に
躯
体
の

大
掛
か
り
な
補
修
が
伴
う

工
事
と
な
れ
ば
塗
装
工
事

業
だ
け
よ
り
一
式
の
方
が

ふ
さ
わ
し
い
と
も
い
え
る

で
し
ょ
う
。
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ

ー
ス
」
と
話
す
。 

塗
装
業
や
防
水
業
の
多

い
改
修
専
門
工
事
業
者
の

中
で
一
式
の
建
築
工
事
業

に
積
極
的
に
力
を
入
れ
る

会
社
は
限
ら
れ
る
が
、
工
事

の
多
様
化
に
対
応
す
べ
く

「
リ
フ
ォ
ー
ム
ゼ
ネ
コ
ン

を
目
指
す
会
社
は
今
後
増

大規模修繕・工事業種は建築一式? 
適用状況で異なる業法上の扱い 

判 断 は ケ ー ス バ イ ケ ー ス も 
「 躯 体 い じ る か 」 が １ つ の 目 安 

おふ 
たいむ 

え
る
」
（
専
門
工
事
団
体
関

係
者
）
と
い
う
指
摘
も
あ

る
。
業
界
内
に
は
「
判
断
基

準
を
も
っ
と
明
確
に
す
べ

き
」
と
い
う
声
も
あ
れ
ば

「
工
期
の
捉
え
方
、
雇
用
の

み
な
し
方
、
新
築
と
改
修
の

違
い
の
見
解
な
ど
、
見
直
す

な
ら
抜
本
的
に
い
ろ
い
ろ

見
直
し
て
も
ら
わ
な
い
と
」

と
要
望
、
不
満
は
多
い
。 

処
分
を
下
し
た
関
東
整

備
局
建
制
部
建
設
産
業
第

一
部
は
「
通
報
を
受
け
て
シ

ン
ヨ
ー
に
請
負
契
約
等
の

書
類
を
提
出
し
て
も
ら
い
、

調
査
の
過
程
で
建
築
一
式

に
つ
い
て
見
解
の
や
り
と

り
は
あ
っ
た
が
、
判
断
は
ケ

ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
、
詳
細

は
控
え
た
い
」
と
話
し
て
い

る
。
（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新

聞
第8

8
8

号
よ
り
） 

シ
ン
ヨ
ー 
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編集後記: 

長引く不況、少子高齢化の影響からか、我が国の新車の販売台数がここ２０年で半減（８００万台→４００万台）して

おり、このことがマンションの管理費、修繕積立金にも影響が出てきているようです。駐車場設備を完備している豪華

なマンションでも空き駐車場が目立ち、駐車場使用料を管理費、修繕積立金の財源に組み込んでいたものが駐車場収入

の激減で管理組合予算(収入)が大幅なシュートとなり、管理費等の３～４倍の大幅な値上げをしないとならなくなり、

このことで空き家も出てきているとのことです。管理コストの削減は急務の課題となっています。  (吉田記) 

こ
の
２
、
３
年
で
消

火
器
や
消
防
設
備
の
点

検
・
要
領
の
改
正
が
相

次
い
で
い
る
。
消
防
用

設
備
の
点
検
・
規
格
等

の
改
正
は
頻
繁
に
行
わ

れ
て
い
る
。
点
検
や
結

果
に
伴
う
改
善
措
置
で

多
額
の
費
用
が
必
要
に

な
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

最
近
の
主
な
改
正
状
況

を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す

る
。 昨

年
１
月
１
日
付
で

施
行
さ
れ
た
消
火
器
の

規
格
・
点
検
基
準
の
主

な
改
正
点
を
示
し
た
。 

ま
ず
、
消
火
器
の
技

術
上
の
規
格
を
定
め
る

規
則
が
変
わ
り
、
標
準

的
な
使
用
期
限
や
加
圧

式
か
蓄
積
式
か
な
ど
の

事
項
を
消
火
器
本
体
に

表
示
す
る
よ
う
義
務
付

け
ら
れ
た
。 

旧
規
格
の
消
火
器
は

今
年
１
月
１
日
付
で
、

規
格
に
適
合
し
な
く
な

る
「
型
式
失
効
」
に
な

っ
た
。
た
だ
改
正
規
則

施
行
以
前
に
設
置
さ
れ

消火設備の点検基準・要領改正をピックアップ 

て
い
た
消
火
器
は
、
２

０
１
２
年
１
２
月
３
１

日
ま
で
設
置
で
き
る
。

こ
の
期
間
内
に
、
既
存

の
消
火
器
を
全
て
新
規

格
の
消
火
器
に
取
り
替

え
る
よ
う
求
め
ら
れ
て

い
る
。 

機
器
点
検
で
は
、
ま

ず
「
蓄
圧
式
」
の
点
検

開
始
時
期
が
こ
れ
ま
で

の
製
造
後
３
年
か
ら
５

年
に
緩
和
さ
れ
た
。
消

火
器
に
は
ほ
か
に
「
加

圧
式
」
が
あ
る
が
、「
蓄

圧
式
」
の
方
が
容
器
が

劣
化
し
て
も
圧
力
が
容

器
の
他
に
漏
れ
な
い
た

め
、
破
裂
事
故
等
の
危

険
が
少
な
く
安
全
だ
と

さ
れ
て
お
り
、
点
検
基

準
を
緩
和
す
る
こ
と
で

新
規
設
置
消
火
器
を

「
蓄
圧
式
」
に
誘
導
す

る
ね
ら
い
も
あ
る
よ
う

だ
。 ま

た
、
二
酸
化
炭

素
・
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消

火
器
を
除
く
、
製
造
年

か
ら
１
０
年
を
過
ぎ
た

消
火
器
に
「
耐
圧
性
能

判例ファイル 
管理組合法人の理事長らの収支・支

出に疑問を持つ区分所有者４人が、総
勘定元帳・現金出納帳・預金通帳・領
収書・請求書などすべての会計帳簿類
を閲覧・謄写させるよう求めた裁判の
控訴審で東京高裁が昨年９月１５日、
閲覧・謄写を認めた一審判決を変更し、
閲覧だけを認める判決を言い渡してい
る。管理規約では、理事長に会計帳簿
などの作成・保管義務と区分所有者の
閲覧請求者が規定されているが、園尾
隆司裁判長は、管理規約に謄写請求権
についての規定がないことから「本件
規約では閲覧請求権を認めないことと
したものと認められる」と結論付けた。 

◇ 

管理規約は標準管理規約とほぼ同内
容で、理事長は「組合員または利害関
係人の理由を付した書面による請求が
あったとき」は、会計帳簿等を閲覧さ

「謄写」の可否は管理規約の 
規定で決定 会計帳簿の閲覧・謄写 

求める訴訟で東京高裁 

せなければならない、と定めている。 
区分所有者は、この規定を根拠に

「閲覧が許される場合には当然謄写
も許される」と主張し、２００６年
度から０８年度までの、会計帳簿類
一切の閲覧・謄写を求めていた。管

理組合側は謄写に加え、閲覧も拒んで
いたが、昨年３月の東京地裁判決は区
分所有者側の主張を認めていた。  

控訴審判決で園尾裁判長は、謄写の
場合、謄写作業を要したり、また費用
負担が生じる、といった点から「閲覧

がＯＫだから謄写もＯＫ」にはならな
い、と指摘。 

謄写請求権が認められるかどうか
は「規約が謄写請求権を認めているか
否か」で決まる、と判断し、規約で謄
写請求権が規定されていない以上、謄
写は認められない、と結論付けた。 

控訴審では管理組合側は「団体の構
成員に会計関係書類の閲覧・謄写を認

めるか否かは、当該団体の規約によっ
て自主的に決められるべき」と訴えた
が、この主張が全面的に認められた形
となった。 

◇ 

今回の訴訟における「謄写」は、原
告の主張などから「コピー」を指すと
思われる。（判例タイムズ No.1375、
マンション管理新聞 第 886号より） 

点
検
」
の
実
施
義
務
が

課
せ
ら
れ
た
。
１
０
年

未
満
で
も
容
器
に
腐
食

等
が
認
め
ら
れ
た
場

合
、「
耐
圧
性
能
点
検
」

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２
０
１
４
年
３
月
３

１
日
ま
で
に
１
０
年
が

経
過
す
る
紹
介
は
「
抜

き
取
り
」
で
の
実
施
が

認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
降
は
３
年
ご
と

に
点
検
を
行
う
。 

こ
の
た
め
「
３
年
毎

に
点
検
を
行
う
よ
り
、

消
火
器
を
交
換
し
た
し

た
方
が
コ
ス
ト
が
低
く

済
む
」
と
指
摘
す
る
意

見
が
少
な
く
な
い
。 

リ
サ
イ
ク
ル
は
、
消

火
器
を
廃
棄
す
る
際
リ

サ
イ
ク
ル
シ
ー
ル
の
貼

り
付
け
を
義
務
付
け

た
。
昨
年
１
月
１
日
以

降
に
製
造
さ
れ
た
消
火

器
は
あ
ら
か
じ
め
シ
ー

ル
付
き
で
販
売
さ
れ
て

い
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
新
聞 

第

8
8
6

号
よ

り
） 

追加された主な表示事項 
 

 住宅用消火器でない旨 
 加圧式の消火器または蓄圧式の

消火器の区別 
 標準的な使用条件の下で使用し

た場合に安全上支障がなく使用
することができる標準的な期間
または期限として設計上設定さ
れる期間または期限 

 点検に関する事項 
 廃棄時の連絡先および安全な取

り扱いに関する事項 
 消火器が適応する火災の絵表示 

 
 標準的な使用期限等についての

表示を義務付け 
 機器点検開始時期の一部変更 
 耐圧性能点検の義務付け 
 リサイクルシステムの運用開始 

主な改正点(2011 年 1 月 1 日～) 

 


